
●科学者の行動規範に関する検討委員会設置要綱 

                    平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日 
                    日本学術会議第４回幹事会決定 

改正 平成１８年 ２月２３日日本学術会議第 ９回幹事会決定 
 平成１８年 ３月２３日日本学術会議第１０回幹事会決定 

 
（設置） 
第１ 日本学術会議会則第１６条第１項に基づく課題別委員会として、科学者

の行動規範に関する検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（職務） 
第２ 委員会は、科学者コミュニティの自律性・倫理性を強化、担保するため、

科学者の行動規範について調査審議する。 
（組織） 
第３ 委員会は、１５名以内の会員又は連携会員をもって組織する。 
（設置期限） 
第４ 委員会は、平成１８年１０月３１日まで置かれるものとする。 
（分科会） 
第５ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。 
 分科会 調査審議事項 構  成 
行動規範作

業分科会 
行動規範の原案に関すること 委員会の委員５名程度 

憲章作業分

科会 
科学者憲章の改正に関すること 委員会の委員４名程度 

（庶務） 
第６ 委員会の庶務は、事務局参事官（審議第二担当）において処理する。 
（雑則） 
第７ この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必

要な事項は、委員会が定める。 
 
   附 則 
 この決定は、決定の日から施行する。 
   附 則（平成１８年２月２３日日本学術会議第９回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 
   附 則（平成１８年３月２３日日本学術会議第１０回幹事会決定） 
 この決定は、決定の日から施行する。 


